
必要に応じて

資料２-２

適正管理が行われていない空家等

現地調査及び所有者の調査（法第９条第１項・10条）

空家等発生

適正管理が行われている
空家等

情報提供
（法第12条）

助言（法第12条）

勧告
（法第22条第２項）

固定資産税等に係る
住宅用地特例の解除の対象

勧告
（法第13条第２項）

指導
（法第13条第１項）

管理不全空家等

管理不全空家等の認定

助言
（法第12条）

その他

命令
（法第22条第３項）

行政代執行
（法第22条第９項）

略式代執行
（法第22条第10項）

特定空家等及び管理不全空家等の手続きフロー

指導
（法第22条第１項）

関係課長会議の開催 空き家等対策協議会の開催

特定空家等の認定

立入調査、報告徴収
（法第９条第２項）

特定空家等


